
愛知学院大学宗教法制研究所規程

(名称)

第 1条本研究所は、愛知学院大学宗教法制研究所と称する。

(場所)

第 2条 本研究所は、これを愛知学院大学法学部に設置する。

(目的)

第3条本研究所は、宗教法制に関する総合的研究を行ない、わが国斯界の発展

に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条本研究所は、下記の事業を行う。

(1) 宗教に関する法令、判例、学説等の組織的研究

(2) 前号の研究成果の出版

(3) 宗教法制に関する図書、資料の蒐集ならびにその利用に関する便益の供与

(4) 宗教法制に関する調査

(5) 宗教法制に関して生ずる問題の法律相談

(6) 本研究所の設立目的を達成するに必要なその他の事業

(組織)

第5条① 本研究所に、所長、副所長、幹事、所貝および事務職員を置く。

② 本研究所に、前項のほか研究に専従する研究員を置くことができる。

(所長)

第 6条① 所長は、所貝会議の識を経て、所員たる本大学法学部教授の中から、

学長これを委嘱する。

②所長は、本研究所を代表し、研究および事務全般を統轄する。

(副所長)

第7条① 副所長は、所貝会議の議を経て、所員の中から、所長これを委嘱する。

② 副所長は、所長の職務を補佐し、所長事故あるときは、これに代るものとする。

(幹事)

第 8条① 幹事は、所員会識の識を経て、所貝の中から、所長これを委嘱する。

② 幹事は、所長の命を受け事務を掌理する。

(所長、副所長、幹事の任期)

第 9条所長、副所長及び幹事の任期は、 2年とする。但し再任を妨げない。

(所員)

第10条所員は、本大学専任教貝の中から、所長これを委嘱する。

(研究員)

第11条① 研究員は、本大学専任教員以外の者から、所長これを委嘱する。
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② 研究.uの1r:JUJは、

(所員会議)

第12条 ① 本研究所に、重要事rnを審議するため、所.u会s泌をii'i<。

② 所.u会ぷは、所長がこれを招集する

③ 所J~会ぷは、所長、高11所長、幹'J~，所J~をむ ってmfIXし、所長はその議長となる。

(運営委員会)

第13条 ① 本研究所に、第 4条に定める '1';業の企問、辿'::¥'のため、述営委員会

をii'i<。

② 巡':;~・~.u会は、所長、刷所長、幹札 iill公委H をも って川成する。

③ 迎併.~.u lよ 、 J~以会議のi..&を経て、所.uの '1 'か ら、 2 t，i釦1¥する。

④ 迎引・~Hの任JUIは 、 2 if-とする。但しJlj.・(T:を妨げない。

(事務部)

第14条 ① 本研究所・J~必の円滑なる辺公を[:.:11 るため、']q:ßI~11をぷける。

② 事務古11は、幹・I';Jえび事務職Hをむ って仰成する。

(経費)

第15条 本研究所の純'i;\'nは 、 愛知q:院大小のSI~ H\J研究 1~ (.n:その他をもってこ

れにあてる。

(規程改正)

第16条 ノドJ.JH'.\の改正I立、所員会議において所.uの 3 分の 2 以上の貸l司をえ、 tl~

学部教般会の防長を経て、学長の承認を1!}ることを裂する.

附J!lJ

I この~JH'JIよ、 II(HII33iJ'. 5 月 16LIより随行する。

2 このJ.JU'，uよ、 II({利3811'.2月15日より改;if地行する。

3 この)J!A'.¥は、 II(H1I56王1S7月1011より恥if他行する。

4 このJJH'，lは、半jぷllil~ 2月1211より改;if地行する。

1 11三とし、これを}.e新しうるむのとする。
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